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指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

��	��
書
籍

Ｓ
ｗ
ｅ
ｅ
ｔ
ロ
マ
ン
ス

五
月
号

一
五
四
八
七
―
〇
五

笠
倉
出
版
社

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

��	��

恋
愛
宣
言
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｙ
ｖ
ｏ
ｌ
・
二
四

一
五
一
六
六
―
〇
六

秋
水
社

��	��

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ

パ
ラ

六
月
号

〇
八
四
九
三
―
六

竹
書
房

��	��

Ｙ
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ
ｃ

ａ
ｙ
ａ

六
月
号

一
八
八
一
五
―
〇
六

宙
出
版

��	��

無
敵
恋
愛
エ
ス
ガ
ー
ル

六
月
号

〇
八
五
七
七
―
六

ぶ
ん
か
社

��	��

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

六
月
号

〇
一
八
〇
五
―
〇
六

鉄
人
社
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�
�
�
�
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平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

六
年
五
月
二
十
二
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
東
通
村
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
ツ
ボ
ケ
沢
二
〇
番
一
一
六
、
四
一
番
五
、
四
一
番
一
一
、
四
一

番
二
四
か
ら
四
一
番
二
六
ま
で
及
び
四
四
番
に
隣
接
す
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
ア
の
地
点
か
ら
シ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ

線
及
び
ア
の
地
点
と
シ
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
四
五
五
・
八
四
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
三
五
・
五
八
六

イ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
四
四
四
・
八
九
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
八
六
・
三
四
七

ウ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
三
四
四
・
四
二
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
八
三
・
三
〇
〇

エ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
三
四
四
・
三
九
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
八
四
・
二
九
二

オ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
三
〇
四
・
四
一
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
八
三
・
〇
八
二

カ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
三
〇
四
・
三
九
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
八
三
・
七
八
二

キ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
二
〇
四
・
四
五
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
八
〇
・
七
五
一

ク
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
二
〇
五
・
〇
二
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
六
一
・
九
六
三

ケ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
三
五
四
・
六
六
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
六
六
・
五
〇
一
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指
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害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ラ

・
シ
ャ
リ
テ

青
森
市
第
二
問
屋

町
三
丁
目
三
の
三

一

居
宅
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ア
ダ
ー
ジ
ョ

む
つ
市
金
曲
二
丁

目
二
の
六
リ
バ
ー

サ
イ
ド
苫
生
Ⅱ
Ｄ

―
一

平
成

��

･

�･

�

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ラ

・
シ
ャ
リ
テ

青
森
市
第
二
問
屋

町
三
丁
目
三
の
三

一

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ア
ダ
ー
ジ
ョ

む
つ
市
金
曲
二
丁

目
二
の
六
リ
バ
ー

サ
イ
ド
苫
生
Ⅱ
Ｄ

―
一

〃

社
会
福
祉
法

人
八
甲
田
会

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
二
三
二

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

就
労
継
続
支

援
Ｂ
型
事
業

所
八
甲
荘

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
一
〇
二
四

〃

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

就
労
移
行

支
援

ラ
イ
フ
サ
ポ

ー
ト
夢
の
森

五
所
川
原
市
金
木

町
芦
野
二
〇
〇
の

一
二
二

〃
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コ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
三
六
六
・
五
二
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
一
一
・
四
五
七

サ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
四
〇
六
・
三
八
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
一
九
・
九
六
七

シ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
四
〇
五
・
三
六
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
二
四
・
七
一
七

３

面
積

八
、
五
二
四
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
ツ
ボ
ケ
沢
二
〇
番
一
一
六
、
四
一
番
五
、
四
一
番
八
、
四
一
番

一
一
、
四
一
番
二
四
か
ら
四
一
番
二
六
ま
で
及
び
四
四
番
に
隣
接
す
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十

日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、

①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点
と
を
直
線
で

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
四
七
四
・
六
九
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
一
九
・
二
九
六

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
四
五
四
・
五
一
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
〇
〇
八
・
五
六
五

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
一
九
三
・
八
五
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
二
〇
〇
〇
・
四
三
五

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
一
九
五
・
四
八
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
四
六
・
六
六
八

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
三
四
二
・
六
三
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
九
五
一
・
一
三
一

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
五
三
五
五
・
〇
三
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
五
一
八
九
三
・
五
九
九

３

面
積

二
〇
、
一
八
三
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
号

建
築
基
準
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行

う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

名

称

住

所

構
造
計
算
適
合
性
判

定
の
業
務
を
行
う
事

務
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

変
更
前

株
式
会
社

建
築
構
造

セ
ン
タ
ー

東
京
都
新
宿
区
新
宿

二
丁
目
一
の
二

一

東
京
都
新
宿
区

新
宿
二
丁
目
一
の

二

白
鳥
ビ
ル
二

階
二

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
本
町
二
丁

目
一
〇
の
二
八

カ
メ
イ
仙
台
グ
リ

ー
ン
シ
テ
ィ
三
階

三

福
島
県
郡
山
市

中
町
一
一
の
五

や
ま
の
い
ビ
ル
一

〇
〇
三
号
室

四

埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
浦
和
区
高
砂

二
丁
目
二
の
三

さ
い
た
ま
浦
和
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
三
階

五

神
奈
川
県
横
浜

市
西
区
北
幸
二
丁

目
三
の
一
九

日

総
第
八
ビ
ル
八
階

六

愛
知
県
名
古
屋

市
中
区
錦
一
丁
目

一
七
の
一
三

名

興
中
駒
ビ
ル
九
階

七

島
根
県
松
江
市

中
原
町
六

八

岡
山
県
岡
山
市

北
区
内
山
下
一
丁

目
三
の
一
九

成

広
ビ
ル
二
階

平
成
二
十
六
年
五
月

二
十
六
日



( )

公

告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
中
明
戸
二
に
所
在
す
る
八
戸
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
の
執
行
委
員
長
田
村
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九

広
島
県
広
島
市

中
区
八
丁
堀
一
五

の
六

広
島
ち
ゅ

う
ぎ
ん
ビ
ル
七
〇

四
―
二
号
室

十

愛
媛
県
松
山
市

三
番
町
七
丁
目
一

三
の
一
三

ミ
ツ

ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

六
〇
一
号
室

十
一

佐
賀
県
佐
賀

市
駅
前
中
央
一
丁

目
九
の
三
八

い

ち
ご
佐
賀
ビ
ル
七

〇
四
号
室

十
二

長
崎
県
長
崎

市
万
才
町
六
の
三

三

高
木
ビ
ル
五

〇
一
号

十
三

宮
崎
県
宮
崎

市
川
原
町
五
の
一

〇

ミ
ネ
ッ
ク
ス

川
原
八
階

十
四

鹿
児
島
県
鹿

児
島
市
東
千
石
町

一
の
三

鹿
児
島

第
二
ビ
ル
三
階
Ｂ

室
十
五

沖
縄
県
浦
添

市
字
城
間
三
〇
一

九

座
波
建
設
ビ

ル
三
〇
八
号
室

変
更
後

東
京
都
新
宿
区
新
宿

一
丁
目
八
の
一

一

東
京
都
新
宿
区

新
宿
一
丁
目
八
の

一

大
橋
御
苑
駅

ビ
ル
六
階

二

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
本
町
二
丁

目
一
〇
の
二
八

カ
メ
イ
仙
台
グ
リ

ー
ン
シ
テ
ィ
三
階

三

福
島
県
郡
山
市

中
町
一
一
の
五

や
ま
の
い
ビ
ル
一

〇
〇
三
号
室

四

埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
浦
和
区
高
砂

二
丁
目
二
の
三

さ
い
た
ま
浦
和
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
三
階

五

神
奈
川
県
横
浜

市
西
区
北
幸
二
丁

目
三
の
一
九

日

総
第
八
ビ
ル
八
階

六

愛
知
県
名
古
屋

市
中
区
錦
一
丁
目

一
七
の
一
三

名

興
中
駒
ビ
ル
九
階

七

島
根
県
松
江
市

中
原
町
六

八

岡
山
県
岡
山
市

北
区
内
山
下
一
丁

目
三
の
一
九

成

広
ビ
ル
二
階

九

広
島
県
広
島
市

中
区
八
丁
堀
一
五

の
六

広
島
ち
ゅ

う
ぎ
ん
ビ
ル
七
〇

四
―
二
号
室

十

愛
媛
県
松
山
市

三
番
町
七
丁
目
一

三
の
一
三

ミ
ツ

ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

六
〇
一
号
室

十
一

佐
賀
県
佐
賀

市
駅
前
中
央
一
丁

目
九
の
三
八

い

ち
ご
佐
賀
ビ
ル
七

〇
四
号
室

十
二

長
崎
県
長
崎

市
万
才
町
三
の
四

長
崎
ビ
ル
八
階

十
三

宮
崎
県
宮
崎

市
川
原
町
五
の
一

○

ミ
ネ
ッ
ク
ス

川
原
八
階

十
四

鹿
児
島
県
鹿

児
島
市
東
千
石
町

一
の
三

鹿
児
島

第
二
ビ
ル
三
階
Ｂ

室
十
五

沖
縄
県
浦
添

市
牧
港
五
丁
目
六

の
八

沖
縄
県
建

設
会
館
四
階



( )

政
雄
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

二
〇
一
四
年
夏
期
組
合
要
求
の
前
進
お
よ
び
実
現

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
午
前
零
時
よ
り
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

八
戸
赤
十
字
病
院
の
全
職
場
、
ま
た
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
全
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
ま
た
は
、
併
用
し
て
行
う
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
長
根
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

長
根

六
三

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
長
久
保
二
九
の
一
四
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
一
四
九
六
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ナ
ガ
セ
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

長
瀬

正
剛

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
大
久
保
字
大
山
八
一
の
二
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
三
〇
〇
三
三
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
匠
美
建

二

代
表
者
の
氏
名

大
國

勇

青 森 県 報平成26年５月30日 金曜日 第3849号5



( )

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
南
類
家
二
丁
目
二
二
の
一
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
七
一
六
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅

瀬
石
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
田

山
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

館
野

哲
雄

黒
石
市
大
字
下
目
内
澤
字
目
内
澤
堰
末
一
八

平
成
��

･
�･
��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

村
上

猛

長
崎
小
左
エ
門

今

隆
俊

佐
藤
三
郎
治

鎌
田

俊
治

乗
田

金
幸

佐
藤

司
行

鶴
田

和
雄

村
上

勝
憲

木
立

康
行

山
口

利
文

宇
野

韶
倫

佐
藤

隆
治

村
岡

嘉
夫

熊
沢

秀
規

木
立

勝
広

村
上

猛

長
崎
小
左
エ
門

後
藤

勇
市

鎌
田

俊
治

木
村

誠
逸

今

隆
俊

木
立

康
行

山
口

利
文

乗
田

啓
逸

村
上

勝
憲

佐
藤

隆
治

鶴
田

和
雄

佐
藤

司
行

黒
石
市
大
字
上
十
川
字
留
岡
二
番
六
三
の
七

〃

大
字
牡
丹
平
字
福
民
四
〇
の
一

〃

大
字
三
島
字
村
里
三
五

〃

大
字
石
名
坂
字
町
堰
向
一
六

青
森
市
浪
岡
大
字
本
郷
字
平
岡
一
一

黒
石
市
大
字
竹
鼻
字
村
元
一
一
〇
の
三

〃

大
字
南
中
野
字
家
岸
三
八
の
一

〃

大
字
二
双
子
字
十
川
八
〇

〃

大
字
上
十
川
字
柳
沢
七
〇

〃

大
字
高
舘
字
甲
松
坂
四
の
三

〃

大
字
赤
坂
字
池
田
七
九

〃

大
字
上
十
川
字
北
原
一
番
三
三
の
一

〃

大
字
花
巻
字
花
巻
一
七
の
一

〃

大
字
上
十
川
字
北
原
四
番
一
〇
の
一

〃

大
字
下
山
形
字
下
目
内
四
の
二

〃

大
字
高
舘
字
甲
花
岡
一
四
三
の
二

〃

大
字
上
十
川
字
留
岡
二
番
六
三
の
七

〃

大
字
牡
丹
平
字
福
民
四
〇
の
一

〃

大
字
上
十
川
字
村
元
一
番
五
四
の
二

青
森
市
浪
岡
大
字
本
郷
字
平
岡
一
一

黒
石
市
大
字
石
名
坂
字
町
堰
向
二
九

〃

大
字
三
島
字
村
里
三
五

〃

大
字
高
舘
字
甲
松
坂
四
の
三

〃

大
字
赤
坂
字
池
田
七
九

〃

大
字
竹
鼻
字
山
元
三
の
二

〃

大
字
上
十
川
字
柳
沢
七
〇

〃

大
字
花
巻
字
花
巻
一
七
の
一

〃

大
字
二
双
子
字
十
川
八
〇

〃

大
字
南
中
野
字
家
岸
三
八
の
一

平
成

��･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前

北
部
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
島

守
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

嶋

和

行

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
五

所
川
原
北
部
土
地
改
良
区
か
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